
物価高騰に伴う穀類乾燥調製施設支援事業募集要領

令和５年８月２９日

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議

第１ 目的

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議では、県事業「物価高騰に伴う穀類乾燥調製施

設支援事業」により地域農業の維持・発展に資するため、地域農業の担い手をはじめとする

多くの農業者が利用し、地域農業の核となる穀類乾燥調製施設等の取組について、電気料金

・燃油価格高騰による掛かり増し経費の一部を助成します。

第２ 助成内容

１ 助成対象となる経費

令和５年産の穀類乾燥調製作業に関する電気料金・燃油価格高騰の掛かり増し経費

２ 助成対象者

(1)カントリーエレベーター

(2)ライスセンター

(3)大規模な乾燥調製を行っている組織・経営体（以下「大規模経営体」という。）

＊JAや任意団体等の農業者で組織する団体のほか、農業法人や個別経営体を含めた大規模経

営体の乾燥調製の取組が対象

３ 対象作物 ※令和５年産

水稲、畑作物（小麦、大麦、大豆、そば）

４ 要件

（1）、（2）の両方を満たすこと。

(1) 対象作物の処理面積が合計20ha（中山間地域※は16ha）以上

※中山間地域とは、次のいずれかに該当する地域

・山村振興法（昭和40年法律第64号）第７条第１項に規定する山村

・特定農山村地域における農林業当の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（平

成５年法律第72号）第２条第１項に規定する特定農山村地域

・過疎地域の持続的発展の支援に関する別措置法（令和３年法律第19号）第２条に規定

する過疎地域（同法第３条、第41条、第42条及び附則第４条から第８条の規定により

過疎地域とみなされる区域を含む。）

(2) 令和５年産の処理において電気料金・燃油価格高騰を加味した作業料金の値上げを行っ

ていないこと

５ 助成

本事業による助成額の単価は次のとおり。

(1) 電気料金・燃油価格高騰の掛かり増し経費助成



ア カントリーエレベーター

(ｱ)乾燥調製作業を行った玄米１俵（60kg）当たり75円以内

(ｲ)乾燥調製作業を行った畑作物１俵当たり115円以内(注)

イ ライスセンター

(ｱ)乾燥調製作業を行った玄米１俵（60kg）当たり18円以内

(ｲ)乾燥調製作業を行った畑作物１俵当たり66円以内(注)

ウ 大規模経営体

(ｱ)乾燥調製作業を行った玄米１俵（60kg）当たり18円以内

ただし、自家消費分として８俵を差し引いた俵数に助成します。

(ｲ)乾燥調製作業を行った畑作物１俵当たり66円以内(注)

(注)１俵当たり量目：小麦は60kg、大麦は50kg、大豆は60kg、そばは45kg

４ その他

事業対象は、令和５年産の対象作物とします。

第３ 事業の手続き

１ 申請者は、事業助成申請書（別紙様式１、複数施設を有する場合は集計表を含む）を作成

し、添付書類を添えて、提出期限までに所管の農林事務所農業振興普及部に提出してくださ

い。

（１）申請書

事業助成申請書（別紙様式１）等は、以下の福島県水田農業産地づくり対策等推進会議

ホームページからダウンロードできます。

https://fs-suishin.jp/index.html

（２）添付書類

ア カントリーエレベーター、または、ライスセンターの場合

（ア）作業受託の俵数を確認できる書類(写し)

例：「作業受託の領収書や請求書」等の写し

（イ）参考様式2-1等

作業受託分の俵数について、参考様式2-1等で書類と整合するよう集計を行う。

（ウ）換算シート

作業受託分は、面積要件を確認するため、換算シートで俵数から面積を確認する

（俵数は集計と整合すること）。

（エ）振込口座が分かる通帳等の写し（申請者と同じ名義）

銀行名、支店名、普通または当座、口座番号、名義人（半角カタカナ）が確認でき

ること（ゆうちょ銀行の場合、ＪＡバンクから振込できる店名、店番、口座番号も確

認できること）。

（オ）申請事前チェックリスト



申請する前に、チェックリストで不備がないか確認を行う。

イ 大規模経営体の場合

（ア）作業受託の俵数を確認できる書類(写し)

例：「作業受託の領収書や請求書」等の写し

（イ）参考様式2-1等

作業受託分の俵数について、参考様式2-1等で書類と整合するよう集計を行う。

（ウ）換算シート

作業受託分は、面積要件を確認するため、換算シートで俵数から面積を確認する

（俵数は集計と整合すること）。

（エ）作付の俵数を確認できる書類(写し)

例：「出荷伝票」「農産物検査結果通知票」「納品書」「請求書」等の写し

（オ）参考様式2-2等

作付分の俵数について、参考様式2-2等で書類と整合するよう集計を行う。

（カ）参考様式2-3等

自家保有米の俵数は、参考様式2-3等で俵数を申告する。

（キ）作付面積を確認できる書類

水田：「経営所得安定対策等の営農計画書」の写し

水田以外の地目：作付実績書（参考様式1）等

（ク）振込口座がわかる通帳等の写し（申請者と同じ名義）

銀行名、支店名、普通または当座、口座番号、名義人（半角カタカナ）が確認でき

ること（ゆうちょ銀行の場合、ＪＡバンクから振込できる店名、店番、口座番号も確

認できること）。

（ケ）申請事前チェックリスト

申請する前に、チェックリストで不備がないか確認を行う。

（３）募集期間

令和５年11月１日（水）から令和６年１月12日（金）まで

（４）留意事項

申請書の内容確認のため、申請者に連絡をする場合があります。

申請書は記載内容を十分確認してから提出してください。

２ 所管の農林事務所農業振興普及部は、事業助成申請書ほか、添付書類を確認したうえで、

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議に提出します。

３ 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議は、事業助成申請書のほか、添付書類の内容を

確認します。

４ 助成が可能と認められる場合、福島県水田農業産地づくり対策等推進会議は、助成金決定

通知書（別紙様式２）により申請者に助成額を通知します。

５ 申請者は、事業助成申請書提出後、申請内容の変更を行う場合は、上記１、２に準じて手



続きを行います。

６ 申請者に助成額を通知した後、福島県水田農業産地づくり対策等推進会議は、申請者の口

座に助成額を振り込みます。

第４ 補助金の返還

申請者が申請した内容と異なる場合や第２の要件等を満たさないと認められた場合は、申

請者に対し、助成金の返還を求めます。


